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「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託」 

プロポーザル公募要領 
 

 

第１ 事業の趣旨・目的 

県では、ぎふマリッジサポートセンター（以下、「マリサポ」という）を拠点とし、結婚

支援事業を展開しているが、県民への認知度が低いことが課題となっている。そこで、県

が行う結婚支援事業に係るＰＲ動画を新たに制作、プロモーションを行い、マリサポの認

知度を高め、マリサポの会員数を増加させるとともに、県の実施する結婚支援事業を周知

することで、県内の結婚に対する機運の醸成を図ることを目的に、本事業を実施します。 

 

 

第２ 募集の内容 

１ 委託業務名 

   結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託 

 

２ 委託業務内容 

   別紙「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託仕様書」のとおり 

 

３ 委託業務期間 

   契約締結日から令和６年３月３１日まで 

 

４ 委託費の上限 

６，８４４，９７０円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

          

 

第３ プロポーザルに係る事項 

１ 参加者要件 

プロポーザルに参加できる者は、業務を効果的かつ効率的に実施することができる

法人その他の団体（以下「法人等」という。）であり、下記①から⑧までのすべての要

件を満たしていることとします。 

① 日本国内に本社、本店、支店または活動拠点を置いている法人等であること。 

② プロポーザル評価会議の日において、岐阜県入札参加者資格者名簿（建設工事以

外）に登録されている者であること。 

③ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者

であること。 

④ 役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む）に、次のア又はイのいずれか

に該当する者がいないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しない者 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 2 号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

⑥ 岐阜県から、「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格

停止措置要領」に基づく入札参加資格停止措置をプロポーザル参加申込期限日か

らプロポーザル評価会議の日までの期間内に受けていないこと。 
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⑦ 岐阜県から、「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除に関する措置要綱」に基づく

入札参加資格停止措置をプロポーザル参加申込期限日からプロポーザル評価会

議の日までの期間内に受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置要件に該

当しないこと。 

⑧ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 

 

２ 企画提案書の作成 

  仕様書を踏まえ、下記の項目について様式１に沿って作成してください。 

（１）事業の実施体制等 

本事業の目的を達成するための事業実施体制について記載してください。 

① 事業実施体制・運営体制 

② 人員体制（スタッフの知識、経験、スキル） 

③ 事業目標・成果指標等を踏まえた事業実施方針、全体スケジュール 

（２）事業実施計画 

      別添仕様書「４ 委託業務の内容」を参照し、以下の実施計画を提出すること。 

① 結婚支援事業ＰＲ動画制作計画 

② プロモーション業務実施計画 

（３）委託業務を実施するにあたっての貴法人の特色及び優位性 

     ・事業を実施する上で、他の法人と比較した優位性があればご記入ください。 

   ・過去の結婚支援イベント実績及び地方自治体での結婚支援イベント実績があ

れば記載してください。    

    

３ プロポーザルの手続等 

（１）スケジュール 

① 公募要領等の公表・配布   令和 5 年 4 月 27 日(木)～令和 5 年 5 月 19 日(金) 

② 公募要領等に関する質問受付 令和 5 年 4 月 27 日(木)～令和 5 年 5 月 19 日(金) 

③ プロポーザル参加申込受付 令和 5 年 4 月 27 日(木)～令和 5 年 5 月 19 日(金) 

④ 企画提案書の受付   令和 5 年 4 月 27 日(木)～令和 5 年 5 月 26 日(金) 

⑤ プロポーザル評価会議 令和 5 年 6 月 2 日(金)（予定） 

⑥ 審査結果の通知・公表  令和 5 年 6 月中旬（予定） 

※配布及び受付日は、土日及び祝日を除く。 

 

（２）公募要領等の配布期間及び場所 

① 公募要領等の配布期間 

令和５年４月２７日（木）～令和５年５月１９日（金） 

午前９時から午後５時まで（土日及び祝日を除く） 

② 公募要領等の配布場所 

        岐阜県健康福祉部子ども・女性局 子育て支援課 少子化対策係 

（岐阜市薮田南 2-1-1）（県庁１４階） 

入庁の際は県庁ホームページの「入庁フロー」をご確認ください。 

１４階に着きましたら内線電話により内線３５３４を押し、結婚支援事業Ｐ

Ｒ動画制作・プロモーション業務委託プロポーザル公募要領を取りに来た旨

をお伝えください。担当者が参ります。 

           ※公募要領等は、岐阜県庁ホームページ「トップ／ 入札・公売／入札公告

（ＷＴＯ案件以外）／公募型プロポーザル」 

（https://www.pref.gifu.lg.jp/ /bid/bid/292497.html ）からも入手できます。 

なお、郵便等での配布は行いません。 

http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/nyusatsu/proposal/）　からも入手できま
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（３）公募要領等に係る質問書の受付及び回答の公表 

     ① 質問書受付期間 

令和５年４月２７日（木）～令和５年５月１９日（金）午後５時 

② 質問書提出方法 

            プロポーザルに参加するに当たって質問事項がある場合は、質問書（別添

１）を子育て支援課少子化対策係あてにＦＡＸ、電子メール（ファイル形式

は Microsoft Word としてください。）又は郵送にて提出してください。 

③  回答 

                  質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害する恐れのある

ものを除き、随時、上記ホームページ上にて公表します。（最終は令和５年５

月２５日（木）までに公表します。） 

（４）プロポーザル参加申込書の提出方法 

①  参加受付期間 

令和５年４月２７日（木）～令和５年５月１９日（金） 

午前９時から午後５時まで（土日及び祝日を除く） 

②  提出書類 

  参加申込書（別添２） 

③  提出方法 

・子育て支援課少子化対策係まで持参又は郵送にて提出してください。 

・持参による受付は、午前９時から午後５時まで（土日及び祝日を除く）と

なります。 

・入庁の際は県庁ホームページの「入庁フロー」をご確認ください。 

１４階に着きましたら内線電話により内線３５３４を押し、結婚支援事業

ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託プロポーザル参加申込書等提出に

来た旨をお伝えください。担当者が参ります。 

・郵便の場合も、令和５年５月１９日（金）の午後５時必着となります。 

        ※電子メール、電子ファイルでの提出は受け付けません。  

        ※郵送の場合、必ず「特定記録」とするとともに、後記の提出先に確認の

電話をしてください。 

（５）企画提案書等、書類の提出方法 

①  提案書受付期間 

                令和５年４月２７日（木）～令和５年５月２６日（金）午後５時（必着） 

②  提出書類 

        ア  企画提案書（様式１） 

        イ  法人概要書（様式２） 

         ウ 誓約書（様式３） 

        エ 見積書（様式自由） 

オ 社会的課題への取組み（様式４） 

       ③  提出部数 

        ６部（原本１部、副本５部） 

     ④  提出方法 

・子育て支援課少子化対策係まで持参又は郵送にて提出してください。 

・持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時まで（土日及び祝日を除

く）とし、郵便の場合は、締め切り日当日の午後５時までに子育て支援課

に到着したものを有効とします。 

・入庁の際は県庁ホームページの「入庁フロー」をご確認ください。 

１４階に着きましたら内線電話により内線３５３４を押し、結婚支援事業
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ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託企画提案書等提出に来た旨をお伝

えください。担当者が参ります。 

・郵送の場合、必ず「特定記録」とするとともに、後記の提出先に確認の電

話をしてください。 

   （６）プロポーザル参加に際しての注意事項  

       ① 失格又は無効 

        以下のいずれかの事項に該当する場合は失格又は無効となることがあります。 

        ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

        イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

        ウ 公募要領に違反すると認められる場合  

         エ 評価会議の構成員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

         オ 他の提案者と応募提案の内容又は応募の意思について相談を行った場合 

         カ 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図

的に開示した場合 

         キ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

        ク 評価会議終了後に、参加資格を満たしていない事実が発覚した場合 

           ケ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

        コ その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合  

    ② 著作権・特許権等 

         提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その

他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業

手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提案者が

負うものとします。 

        ③ 複数提案の禁止 

      提案者は、複数の提案書の提出はできません。 

④ 提出書類の変更の禁止 

        提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めません。 

      ⑤ 返却等 

      提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

       ⑥ 費用負担 

      企画提案書の作成、提出等プロポーザル参加に要する経費等は、すべて提案者

の負担とします。 

    ⑦ その他 

ア プロポーザル参加申込書を提出した場合であっても、企画提案書等提出

書の提出がなされない場合は、辞退したものとします。 

          イ 提案者は、企画提案書の提出をもって、公募要領等の記載内容に同意した

ものとします。 

      ウ 提出された企画提案書等は、岐阜県情報公開条例（平成 12 年岐阜県条例

第 56 号）に基づく情報公開請求の対象となります。 

          エ 企画提案書の提出後に辞退する場合は、評価会議開催日の前日午後３時ま

でに、辞退届（様式自由）を子育て支援課少子化対策係に持参又は郵送に

より提出してください。 

  （７）見積書作成に当たっての注意事項 

    ① 提案金額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込額とします。  

   ② 見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含んだ総額とし、消費税及

び地方消費税をうち書きすることとしてください。 

③ その他本委託事業の積算等の留意事項については、別添「仕様書」をご参照く
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ださい。 

 

第４ 評価に係る事項 

１ 評価方法 

別に定める構成員による「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託」

プロポーザル評価会議が行います。 

 

２ 評価会議 

（１）開催日時 

    令和５年６月２日（金）（予定） 

（２）開催場所 

    岐阜県庁周辺（予定） 

（３）プロポーザルの所要時間 

   ・プレゼンテーション ２０分間以内 

    その後、構成員からの質疑 

（４）注意事項 

   ・各提案者のプレゼンテーション開始時間等の詳細は、企画提案書提出後、別途 

連絡します。 

    ・プレゼンテーションは企画提案書のみを使用して行うものとし、当日に新規資料

を配布すること及びスライド機材等を使用することはできません。 

   ・各提案者は、他の提案者のプロポーザル提案を傍聴することができません。 

   ・指定の時間に遅れた場合には、評価対象といたしません。 

 

３ 評価項目及び評価内容 

  別表のとおりです。 

 

４ 最優秀提案者の選定 

（１）選定方法 

県が別に定める「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託」プロポ

ーザル提案評価要領に基づき、評価会議において次のとおり選定します。 

ア 評価会議構成員において別表の評価基準に基づき評価し、提案者ごとの合計点

を比較して順位を付けます。  

イ 順位点として、１位には提案者数と同一の点数（例えば、提案者数が５者であ

れば５点。）、２位以下には順に１点ずつ減じた点数を順位点として付与します。

ただし、同順位の提案者が複数あるときは、当該順位点及びその下位にあって

空位となる各順位の順位点の合計を、同順位の提案者数で除して得られる点数

とします。 

ウ 提案者ごとの順位点の合計を比較し、高い点の者から順位を付けます。  

  ただし、順位点の合計が同点の場合は見積額が少ない者を高い順位とします。 

  なお、同点かつ見積額が同額の場合は、同者らによるくじ引きにより決定しま

す。 

エ 最も順位が高い者を最優秀提案者として決定します。 

オ アの評価会議構成員の評価点の合計が評価点上限の合計点の６０％を基準点と

して、基準点を満たさない提案者は選定の対象としません。 

（２）提案者が１者の場合の取り扱い 

提案者が１者のみの場合であっても評価は実施し、評価の結果において基準点を

満たすときは当該提案者を最優秀提案者とします。 
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また、基準点に満たない場合、又は提案者がない場合は、再度公募を実施します。  

 

５ 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、提案者に文書で通知するとともにホームページ上で公表します。なお、

電話等による問い合わせには応じません。 

公表する内容は以下のとおりです。 

① 最優秀提案者の名称及び評価点 

② 全提案者の名称（申込順） 

③ 全提案者の評価点及び順位点＊（得点順） 

④ 最優秀提案者の選定理由 

⑤ 評価会議の構成員の氏名 

⑥ 最優秀提案者と契約交渉の相手方が異なる場合は、その理由 

＊提案者が２者の場合には、③は公表しないこととします。 

 

第５ 契約についての留意事項 

１ 選定した契約交渉の相手方と県とが協議し、委託業務に係る仕様を確定させたうえで、

契約を締結します。仕様書の内容は、提案された内容が基本となりますが、契約交渉の相

手方と県との協議により必要に応じて内容を変更したうえで契約を締結するため、委託契

約額が見積額と同じになるとは限りません。 

なお、選定した契約交渉の相手方と県との間で行う仕様の詳細事項について協議が整わ

なかった場合には、評価結果において順位点が次に高い提案者（基準点を満たした者に限

る）と協議を行うこととします。 

 

２ この公募要領に記載の事項について疑義のある場合は、その都度協議の上、決定するこ

ととします。 

 

第６ その他 

最優秀提案者が、岐阜県から「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入

札参加資格停止措置要領」及び「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」

に基づく入札参加資格停止措置を、プロポーザル評価会議の日から本契約締結の日までの

期間内に受けたときは、当該最優秀提案者と契約を締結しないものとします。また、契約

後に同要綱に基づく入札参加停止措置を受けた場合は、原則として契約を解除します。  

 

第７ 問い合わせ先及び各種書類の提出先 

  〒500-8570 岐阜市薮田南２丁目１番１号（県庁１４階） 

               岐阜県 健康福祉部 子ども・女性局 子育て支援課 少子化対策係 

         ＴＥＬ：０５８－２７２－１１１１（内線３５３４）  

ＦＡＸ：０５８－２７８－２８８０ 

         電子メールアドレス：c11236@pref.gifu.lg.jp  

mailto:c11236@pref.gifu.lg.jp
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別表

各構成員は、以下の各項目の評価内容に基づき、各項目の配点の合計を１００点満点として採点する。

1 事業実施方針及び運営体制

非常に
優秀

優秀 普通
やや
劣る

劣る

① 10点 8点 5点 2点 0点

・

② 10点 8点 5点 2点 0点

・
・

③ 5点 4点 3点 1点 0点

・
・

④ 5点 4点 3点 1点 0点

・

2 事業実施計画

非常に
優秀

優秀 普通
やや
劣る

劣る

① 20点 15点 10点 5点 0点

・

・

・

② 15点 12点 8点 4点 0点

・

・

③ 30点 19点 13点 6点 0点

・
・
・
・

満点

3 社会的課題への取組み

①

②

③

満点

仕様書に基づき、委託業務の趣旨、目的を正しく理解しているか。
スケジュールは現実的かつ効果的であるか。

見積内容（５点）

事業費の積算は妥当か。

小　　　　　計

事業実施体制・運営体制（１０点）

過去の実績や活動状況から受託能力があり、当該法人の知識、経験、ノウハウ及び成果等の
反映が見込まれるか。

人員体制（スタッフの知識、経験、スキル）（１０点）

事業を適正かつ確実に実施できる人員体制が組まれているか。
事業遂行に必要な知識､経験､スキルを持つ人材の配置が考えられているか。

委託業務の趣旨・目的の理解（５点）

結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託プロポーザル評価基準

若者の採用・育成（1点） 該当する場合に加点（1点）

小　　　　　計 65点

プロモーションについて

評価基準点

動画（５分程度）制作について

「マリサポの利用方法」、「お見合いイベントの紹介」、「マリサポ利用者の岐阜県での結婚生
活」の内容が含まれ、マリサポの活用をイメージさせることができる内容の提案となっているか。
県の結婚支援事業の魅力を伝え、ターゲットに興味・関心を喚起し、結婚に向けて前向きにな
る動画の内容となっているか。
おみサポへの登録、イベントへの参加等、県の結婚支援事業へ参加を促す動画の内容となっ
ているか。

CM動画制作について

CM動画放映は、ターゲットに訴求できる場所が選定されているか。
放映時間、放映スケジュール等を考慮し、具体的かつ効果的な提案がされているか。
SNS動画広告は、ターゲットに訴求できる場所が選定されているか。
配信時間、配信スケジュール等を考慮し、具体的かつ効果的な手法が提案されているか。

動画（５分程度）の素材を活用し、短時間でターゲットに興味・関心を喚起する内容の提案と
なっているか。
動画（５分程度）の視聴へ誘導する工夫がされているか。

評　　価　　項　　目

３0点満点

評　　価　　項　　目
評価基準点

小　　　　　計 5点

評　　価　　項　　目

仕事と家庭の両立（３点） 該当する場合に加点（１～３点）

障がい者雇用（１点） 該当する場合に加点（１点）
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   令和  年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託企画提案書 

 

法 人 名 称： 

所  在  地： 

代表者職氏名：               印 

 

※公募要領や評価基準を参考に、以下の各項目について、できる限り具体的かつ簡潔に記載してください。 

※行間は、適宜調整して作成してください。 
 
１  事業の実施体制等 

① 事業実施体制・運営体制 

② 人員体制（スタッフの知識、経験、スキル） 

③ 事業目標・成果指標等を踏まえた事業実施方針、全体スケジュール 

 

２  事業実施計画 

① 結婚支援事業ＰＲ動画制作計画 

② プロモーション業務実施計画 

 

３  委託業務を実施するにあたっての貴法人の特色及び優位性 

※事業を実施する上で、他の法人と比較した優位性があればご記入ください。 

   ※過去の結婚支援イベント実績及び地方自治体での結婚支援イベント実績があれば

記載してください。 

様式１ 
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法人概要書  

（ふりがな） 

名称 

（       ） 

 

所在地 
（〒    ） 

 

設立年月日 西暦   年   月   日 

資本金            円 

売上高            円（    年 月期実績） 

税引前当期利益            円（    年 月期実績） 

代表者 役職        氏名 

従業員数 名 （うち、正規雇用者     名） 

担当者氏名  

 

担当者連絡先 

（〒    ）住所 

電話番号：            FAX： 

電子メール： 

理念 

活動目的等 

 

 

事業内容 

 

事業の主な特色・ 

実績等 

 

※各項目の幅は、適宜調整してください。なお、１枚以内に納めてください。 

※事業内容については、登記簿謄本の「目的」欄に記載している内容と同じものを記載してください。 

 

 

様式２ 
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誓 約 書 

令和  年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

 

法 人 名 称 

 

代表者職氏名                 印 

 
 

 

 

 

 「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託」のプロポーザルに参加する

に当たり、下記の事項について真実に相違ありません。 

 

 

記 

 

 

１ 提出した書類に虚偽又は不正はありません。  

様式３ 
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社会的課題への取組み 
    

法人名称：             
 

下表の「評価の要件」を確認し、該当するものにチェックを入れてください。  

※各項目の左側（達成等）をチェックした場合は、それを証明する「添付書類」を添付して

ください。 

項目 評価の要件 

仕事と家庭の両立

支援 

（３点） 

◆岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録状況 

□登録を受けている（１点）  □ 登録を受けていない 

 （添付書類）登録証の写し 

◆岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業の認定状況 

□認定を受けている（３点）  □ 認定を受けていない 

 （添付書類）認定証の写し 

◆えるぼし認定 

□認定を受けている      □ 認定を受けていない 

（１段階目１点、２段階目２点、３段階目３点） 

 （添付書類）認定通知書の写し 

◆プラチナえるぼし認定 

□認定を受けている（３点）  □ 認定を受けていない 

 （添付書類）認定通知書の写し 

◆くるみん認定 

□認定を受けている（１点）  □ 認定を受けていない 

 （添付書類）認定通知書の写し 

◆プラチナくるみん認定 

  □認定を受けている（２点）  □ 認定を受けていない 

 （添付書類）認定通知書の写し 

 

※複数の登録・認定に該当する場合は、最も得点区分が高い区分によ

り加点を行うものとする。 

障がい者雇用 

（１点） 

(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者雇用状況

の報告義務を有する事業者 

◆直近の６月１日現在の障がい者の法定雇用率の達成状況 

□達成（１点）        □ 未達成 

（添付書類）障害者雇用状況報告書の写し 

(2) 障害者雇用状況の報告義務がない事業者 

◆現時点での障がい者の雇用状況 

□雇用している（１点）    □ 雇用していない 

（添付書類）以下のいずれか 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の写し

（提出にあたっては、利用目的を明らかにしたうえで、本人の

同意を得てください。） 

・雇用保険被保険者資格取得時に公共職業安定所から交付され

る「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」（公共職業安定

所において印字されたもの）の写し 

若者の採用・育成

（１点） 

◆ユースエール認定状況 

□登録を受けている（１点）  □ 登録を受けていない 

 （添付書類）認定通知書の写し 

様式４ 
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令和  年  月  日 

 

岐阜県健康福祉部子ども・女性局 

子育て支援課長 様 

 

公 募 要 領 等 に 関 す る 質 問 書 

 

 「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託」プロポーザル公募要領等につい

て、質問事項がありますので提出します。 

 

法 人 名 称： 

所 在 地： 

担 当 者名： 

電   話： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

電子メール： 

 

 

質問項目 

（公募要領・仕様書の別 項目 ページ数等） 

● 

 

内容 

● 

（注意）質問事項は、当様式１枚につき１問とし、簡潔に記載してください。 

提出先 岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課 少子化対策係 

ＦＡＸ：０５８－２７８－２８８０ 

             E-mail：c11236@pref.gifu.lg.jp 

別添１ 

mailto:c11236@pref.gifu.lg.jp
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令和  年  月  日 

 

 

「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託」プロポーザル参加申込書 

 

 

岐阜県知事 様 

 

（参 加 申 込 者） 

法 人 名 称 

所  在  地 

代表者職氏名                  印 

連  絡  先  （電話番号） 

（FAX 番号） 

（電子メール） 

 

私は、「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託」プロポーザル公募要

領に基づき、「結婚支援事業ＰＲ動画制作・プロモーション業務委託」プロポーザルに

参加します。また、プロポーザル参加の要件を満たしています。 
 

別添２ 


